
２３ 

５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）職員の勤務時間、休憩時間の概要（令和７年４月１日現在） 

    職員の勤務時間は、８時３０分から１７時１５分までのうち休憩時間６０分を除いた１日７時間４５分、週３８時間４５

分です。 

８:３０                        １２:００     １３:００                          １７:１５ 

 

 

 

 

 

（２）職員の年次休暇の概要と取得日数 

   労働基準法の規定に従い、原則として１年に２０日の有給休暇が与えられます。 

   

   全 職 員                                                            単位：日 

令和６年度の平均取得日数 令和５年度の平均取得日数 

１３．７ １３．０ 

    

一般行政職（福祉職、税務職及び教育職を除く）                                    単位：日                                                         

令和６年度の平均取得日数 令和５年度の平均取得日数 

１５．４ １５．７ 

   （注）  対象期間内の途中に採用した者、退職した者、育児休業を取得した者、休職した者は除いています。 

 

（３）特別休暇の概要（令和７年４月１日現在） 

   年次休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別な休暇が認められます。               単位：日 

区  分 事  由 付与日数 

ドナー休暇 

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移

植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてそ

の登録を実施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の

者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細

胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、

当該申出又は提供に伴い、必要な検査、入院等 

その都度必要と認める期間 

ボランティア休暇 

災害時の被災地での援助活動、福祉施設での援

助活動又は在宅の障害者若しくは高齢者の支援

活動に従事する場合 

１年度(４月１日から翌年３月３１日ま

でをいう。)において５日以内 

慶弔休暇（結婚） 職員の結婚 連続する６日以内の期間 

出生サポート休暇 

職員が不妊治療又は不育治療に係る通院等の

ため勤務しないことが相当であると認められる場

合 

１年度において１０日の範囲内の期

間 

生理休暇 女性職員の生理 ２日の範囲内で必要と認める期間 

通勤緩和休暇 

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関

等の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に

影響があると認められる場合 

正規の勤務時間の始め、又は終わ

りにおいて１日につき１時間の範囲

内で必要と認める時間 

妊娠障害休暇 
妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務が著

しく困難である場合 

1の妊娠期間において 2日の範囲内

の期間 
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（３）つづき 

区  分 事  由 付与日数 

妊産婦の健康診査のた

めの休暇 

妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和４０年

法律第１４１号)第１０条に規定する保健指導又は

同法第１３条に規定する健康診査を受ける場合 

妊娠２３週までは４週間に１回、妊娠

２４週から３５週までは２週間に１回、

妊娠３６週から分べんまでは１週間

に１回、産後１年まではその間に１回

(医師等の特別の指示があった場合

には、いずれの期間についてもその

指示された回数)その都度必要と認

められる期間 

出産休暇 

＜産前休暇＞８週間(多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間)以内に出産する予定である女性職

員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

 

＜産後休暇＞女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間目に当

たる日までの期間(産後６週間を経

過した女性職員が就業を申し出た場

合において医師が支障がないと認

めた業務に就く期間を除く。) 

育児休暇 職員が生後１年に達しない子を育てる場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間 

育児参加休暇 

職員の妻が出産する場合であってその出産予定

日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)

前の日から当該出産の日以後 1 年を経過する日

までの期間にある場合において、当該出産に係る

子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻

の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養

育のため勤務しないことが相当であると認められ

るとき。 

５日の範囲内で必要と認める期間 

子の看護等休暇 

満１２歳に達する日以後、最初の３月３１日までの

間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員

が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかっ

たその子の世話又は疾病の予防を行うことをい

う。)のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 

１年度に５日の範囲内の期間（対象

の子が２人以上いる場合は１０日の

範囲内の期間） 

短期介護休暇 

配偶者、父母、子または同居する親族のうち要介

護者（日常生活を営むのに支障がある者）の介護

等の世話を行う職員が当該世話を行うため勤務

しないことが相当であると認められる場合 

１年度に５日の範囲内の期間（対象

の要介護者が２人以上いる場合は 

１０日の範囲内の期間） 

妻の出産のための休暇 妻の出産 ３日の範囲内で必要と認める期間 

忌引 親族の死亡 
親族の区分に応じ連続する１日から

１０日の範囲内の期間 

慶弔休暇（法要） 父母の追悼のための特別な行事 １日 

夏季休暇 
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持

及び増進又は家庭生活の充実のための場合 
７日 

リフレッシュ休暇 

大和市職員定数条例第２条に規定する職員とし

て在職した期間が２０年又は３０年となった職員で

市長が特に認めた場合 

連続する５日の範囲内で必要と認め

る期間 
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（４）組合休暇の概要（令和７年４月１日現在） 

区  分 事  由 付与日数 

組合休暇 

（職員団体の事務従

事） 

職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成

員として当該機関の業務又は活動に従事する場合及び

登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機

関に相当する機関の業務又は活動で当該職員団体の業

務又は活動と認められるものに従事する場合 

３０日（無給） 

 

（５）介護休暇の概要と取得者数 

    職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度（無給）があり、要介護者の各々が当該介護を必要とす

る一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、６か月連続して取得することができます。介護休暇は、１日単位で

はなく、時間単位（１日最長４時間）で取得することもできます。  

   ※令和２年度の数値より再任用職員及び臨時的任用職員を含みます。 

単位：人                           

区  分 令和６年度 令和５年度 

介護休暇 ０（０） ３（１） 

（注）（  ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 

 

（６）療養休暇の概要と取得者数 

    職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書等に基づき、療養のために必要最小限度の 

期間（最長９０日）、勤務することが免除されます。  

※令和２年度の数値より再任用職員及び臨時的任用職員を含みます。                                            

単位：人                                                             

区  分 令和６年度 令和５年度 

精神・神経性疾患 ２１ ２８ 

外傷性疾患 ２６ ２１ 

内 部 疾 患 １６１ １５１ 

通 勤 災 害 ２ １ 

公 務 災 害 ７ ７ 

合      計 ２１７ ２０８ 

 

（７）職員の育児休業の概要と取得者数  

    職員が育児をするための休業制度として育児休業、部分休業、育児短時間勤務があります。育児休業は１日単位

で部分休業は時間単位（１日最長２時間）で取得することができます。育児短時間勤務は、職員が常勤職員のまま育

児のための短時間勤務をすることができます。育児休業は最大３年、育児短時間勤務と部分休業は対象となる子が

小学校就学前まで取得することができます。 

                       単位：人 

区  分 令和６年度 令和５年度 

育児休業 ６０（２６） ６７（４１） 

部分休業 １５（１５） ２６（２３） 

育児短時間勤務 ８（６） ８（８） 

（注）１ （  ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 

   （注）２ 令和４年度からは前年度からの継続取得者等は除きます。 
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（８）安全衛生管理体制の整備状況  

   事業場の規模及び業種によって、安全衛生管理者等を選任、設置する必要があります。   

                                                            （各年４月１日現在） 

区  分 説   明 

令和６年 令和５年 

設置すべき

事業場数 

うち設置事

業場数 

設置すべき

事業場数 

うち設置事

業場数 

総括安全 

衛生管理者 

安全管理者及び衛生管理者の指揮や労

働者の危険又は健康障害を防止するため

の措置等の事業場の安全衛生に関する業

務の統括管理を行う者 

１ １ １ １ 

安全管理者 

総括安全衛生管理者の指揮のもとに、職

場の設備や作業方法等に危険がある場合

における応急措置等、安全に係る技術的

事項を管理する者 

１ １ １ １ 

衛生管理者 

総括安全衛生管理者の指揮のもとに、健

康に異常のある者の発見・措置や作業環

境の衛生上の調査等、衛生に係る技術的

事項を管理する者 

６ ６ ６ ６ 

安全衛生推

進者等 

安全管理者及び衛生管理者の選任が義

務づけられていない事業場において、施

設、設備等の点検、使用状況の監視及び

健康の保持増進のための措置等を行う者 

４６ ４６ ４６ ４６ 

産業医 

健康診断を実施する等、労働者の健康管

理等に当たるとともに、事業者又は総括安

全衛生管理者を指導助言する等、専門家

として活動する医師 

６ ６ ６ ６ 

衛生委員会 

労働者の健康障害を防止するための基本

対策等で衛生に関する重要事項について

調査審議するため設置される委員会 

６ ６ ６ ６ 

安全委員会 

労働者の危険を防止するための基本対策

等で安全に関する重要事項について調査

審議するため設置される委員会 

１ １ １ １ 

  


